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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷蔵室へのアクセス開口部（３）を閉じるのに好適な冷蔵室用の筐体であって、摺動冷
蔵ドア（１）及び急開ドア（２）であって、前記摺動冷蔵ドア（１）及び前記急開ドア（
２）の両方は前記冷蔵室への前記アクセス開口部（３）の一方の同じ側で組み立てられ、
前記急開ドア（２）は垂直支柱（４）が設けられたフレームと、前記垂直支柱（４）のガ
イド（４１）に沿って移動可能である前記冷蔵室の低温に曝される少なくとも１つの軟質
シート（２１，２２）とを備える、前記摺動冷蔵ドア（１）及び急開ドア（２）と、前記
軟質シート（２１，２２）を巻く及び開くために保護用カバー（５１）が設けられた電動
ドラム（５）とを備え、前記急開ドア（２）の前記フレームの前記垂直支柱（４）は、
－外側面上に、対応する前記垂直支柱（４）内に空気を導入するファン（６）が結合され
る少なくとも１つの口（４２）と、
－前記垂直支柱の内側に、前記ファン（６）によって供給される前記空気を前記垂直支柱
（４）の下側エリアに指向する偏向板（６１）と、及び前記偏向板（６１）の下に、前記
供給された空気を加熱するための電気抵抗器（７）と、
－内側面上に、前記冷蔵室の前記低温に曝される前記軟質シート（２１）の表面、内側、
または外側の１つに、熱風を供給するための及び霜を前記軟質シート（２１）から除去す
るための、熱風出口（４３）と、を備えることを特徴とする、筐体。
【請求項２】
　前記急開ドア（２）の前記フレームの前記垂直支柱（４）のそれぞれは、異なる高さに
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配列されるファン（６）、偏向板（６１）、抵抗器（７）、及び熱風出口（４３）のいく
つかのグループを含むことを特徴とする、請求項１に記載の筐体。
【請求項３】
　前記急開ドア（２）及び前記電動ドラム（５）は、前記冷蔵室の側面開口部の付近で前
記アクセス開口部（３）に取り付けられ、前記電動ドラム（５）の前記保護用カバー（５
１）の内側に、霜が前記下側エリア内で形成されることを防止する電気抵抗器（８）を組
み込んでいることを特徴とする、請求項１または２のいずれか１項に記載の筐体。
【請求項４】
　前記急開ドア（２）は、同時に起こる巻き付けに並行する２つの軟質シート（２１，２
２）を備え、前記垂直支柱（４）の前記熱風出口（４３）は、前記軟質シート（２１，２
２）の前記ガイド（４１）の間に含まれるように画定されることを特徴とする、請求項１
から３のいずれか１項に記載の筐体。
【請求項５】
　前記急開ドア（２）は、単一の閉鎖軟質シート（２１）を有し、前記熱風出口（４３）
は、便利に、前記冷蔵室に向かって配向する前記軟質シート（２１）の外側表面上に前記
熱風を供給するように配列されることを特徴とする、請求項１から３のいずれか１項に記
載の筐体。
【請求項６】
　冷蔵室へのアクセス開口部（３）を閉じるのに好適な冷蔵室用の筐体であって、摺動冷
蔵ドア（１）及び急開ドア（２）であって、前記摺動冷蔵ドア（１）及び前記急開ドア（
２）の両方は前記冷蔵室への前記アクセス開口部（３）の一方の同じ側で組み立てられ、
前記急開ドア（２）は垂直支柱（４）が設けられたフレームと、前記垂直支柱（４）のガ
イド（４１）に沿って移動可能である前記冷蔵室の低温に曝される少なくとも１つの軟質
シート（２１，２２）とを備える、前記摺動冷蔵ドア（１）及び急開ドア（２）と、前記
軟質シート（２１，２２）を巻く及び開くために保護用カバー（５１）が設けられた電動
ドラム（５）とを備え、前記急開ドア（２）は、前記急開ドア（２）の上部における前記
冷蔵室の内側に向かって配向する側に加熱デバイス（９）を備え、前記加熱デバイス（９
）は、前記加熱デバイス（９）の前記内側に、下側エリアに向かって可変速度で空気を吹
き込むファン（６）と、前記ファン（６）によって発射する前記空気を加熱する電気抵抗
器（７）とを有し、前記加熱デバイス（９）は、下側エリア内に、前記冷蔵室の前記低温
に曝される前記急開ドアの前記軟質シート（２２）に向かって熱風を発射するスリット（
９１）を有し、霜が前記軟質シート（２２）上に形成されることを防止することを特徴と
する、筐体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の目的は、冷蔵室へのアクセス開口部を閉じるのに好適な冷蔵室用の筐体であり
、摺動冷蔵ドア及び急開ドアを備え、当該急開ドアは、垂直支柱が設けられたフレームを
有し、垂直支柱のガイドに沿って移動可能である冷蔵室の低温に曝される少なくとも１つ
の軟質シートと、当該軟質シートを巻く及び開くために保護用カバーが設けられた電動ド
ラムとを備える。
【０００２】
　冷蔵室用の筐体は、霜が冷蔵室の低温に曝される回転ドアの軟質シート上に形成される
ことを防止すること、最終的に、さらに、氷または霜が保護用カバーの内側に位置する軟
質シートの巻き付けエリア内で形成することを防止することが意図される構造的特殊性を
有する。
【０００３】
　本発明は、冷蔵室の分野に適用可能である。
【背景技術】
【０００４】
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　同じ出願者の文書である特許文献１には、摺動冷蔵ドアと、それと平行に位置し、室の
内側に向かう方向に、外側冷蔵ドアが開いているままの状態である間に、熱損失を最小に
することが意図される急開ドアとを備える、冷蔵室用の閉鎖システムが説明されている。
【０００５】
　当該先行技術では、冷蔵ドアまたは断熱ドア、及び急開ドアの両方は、冷蔵室へのアク
セス開口部の外側部に位置付けられ、その状態では、急開ドアの軟質シートは、冷蔵室の
内側から低温に曝されたままの状態であるが、当該軟質シートを巻く及び開くことに関連
する電動ドラムは、室へのアクセス開口部の外側部に配列される。
【０００６】
　この種類のドアのさらなる欠点は、冷蔵室の内側から低温に曝されたままの状態である
急開ドアの軟質シート上における霜の形成である。これは、この霜が、かなり及び不規則
に、軟質シートの厚さを増加させ、軟質シートが電動ドラム上で巻かれるとき、ドアの開
口動作中に、電動ドラムの保護用カバーに接して突き当たる可能性がある非常に厚い巻物
を形成することが原因で発生する。
【０００７】
　２つの平行な軟質シート（それらの間に断熱室が作られている）を有する急開ドアの場
合、霜の厚さは、軟質シート（具体的には、冷蔵室の低温に曝される軟質シート）の１つ
の上だけに生じ、協調的に２つの軟質シートの移動を行わせることなく、これにより、急
開ドアの動作エラーを生じさせる可能性がある。
【０００８】
　軟質シートを伴う急開ドアのいくつかの先行技術が存在し、当該先行技術は、両方の軟
質シートの間に含まれる空間内に空気を発射するための手段を組み込んでいることが事実
であるが、提案された解決策は、特に、前述されたものと同様に、冷蔵室用の筐体の場合
に効果的ではない。これは、主に、高温の空気が開口部の上側エリアに向かって移動し、
霜が冷蔵室の内側に存在する低温と接触する軟質シートの下部に形成することを防止しな
いという事実に起因して、発射された空気が、均一方式で軟質シートの全表面に到達しな
いためである。
【０００９】
　出願者は、説明された問題を満足するように解決し、本発明のものに類似する特徴を有
する先行技術の存在に関知しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】スペイン国発明特許第２１６６２４６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的の冷蔵室用の筐体は、主請求項の序文に想定されるように、冷蔵室へのア
クセス開口部を閉じるのに好適であり、摺動冷蔵ドア及び急開ドアを備え、当該急開ドア
は、垂直支柱が設けられたフレームと、垂直支柱のガイドに沿って移動可能である室の低
温に曝される少なくとも１つの軟質シートと、当該軟質シートを巻く及び開くために保護
用カバーが設けられた電動ドラムとを備え、当該筐体は、前述に説明された問題を満足す
るように解決すること、具体的には、霜が、室の低温に曝される急開ドアの軟質シート上
に形成することを防止することが意図される特徴を有する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　それを行うために及び本発明に従って、急開ドアのフレームの垂直支柱は、外側面上に
、対応する垂直支柱に空気を導入するために、ファンが結合される少なくとも１つの口と
、垂直支柱の内側に、垂直支柱の下側エリアにファンによって供給される空気を指向する
偏向板と、当該偏向板の下に、供給された空気を加熱するための電気抵抗器と、内側面上
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に、室の低温に曝される軟質シートの内側または外側の表面の１つに、熱風を供給するた
めの及び当該軟質シートからの霜の除去のための出口とを備える。
【００１３】
　言及された反射板の急開ドアの非常に垂直な支柱の内側、及び反射板の下にある供給さ
れた空気を加熱することに関連する電気抵抗器の配列（それらの組み立てを簡略化するこ
とに加えて、熱風が、低温に曝される急開ドアの軟質シートの内側表面または外側表面に
沿って高くなる急開ドアの下側エリアに向かうことを確実にする）は、霜が軟質シートの
表面の任意の点に形成されないことを確実にする。
【００１４】
　この目的を確実にするために、ドアの高さに応じて、急開ドアのフレームの垂直支柱の
それぞれが、異なる高さに配列されるファン、反射体、抵抗器、及び熱風出口のいくつか
のグループを組み込み、熱風が軟質シートの上側エリア、中間エリア、及び下側エリアに
到達することを確実にすることが予測されている。
【００１５】
　本発明の一実施形態では、急開ドアは、電動ドラムの保護用カバーの内側に、氷または
霜が当該エリア内で形成することを防止する電気抵抗器を組み込んでいる。
【００１６】
　冷蔵室の低温に曝される急開ドアの軟質シート片側または別側に熱風出口を配列するこ
とができることと、当該急開ドアは、単一の軟質シート、または相互に平行に配列され、
及び電動ドラム内で同時に巻かれる、もしくは開かれる２つの軟質シートを有し得ること
とに言及する価値がある。
【００１７】
　本発明の代替の実施形態では、霜が、室の内側に向かって配向する急開ドアの軟質シー
ト上に形成されることを防止するための手段は、上部に配列され、フレームの垂直支柱内
には存在しない。
【００１８】
　本発明の特徴は、下記に説明される添付図に示される例示的実施形態を考慮して、より
容易に理解可能であろう。
【００１９】
　本明細書に提供される説明を補完するものとして、及び本発明の特徴をより容易に理解
可能にすることを促進する目的のために、本発明の明細書には、例証としてのみで、限定
されない、以下のことを表す一式の図面が添付される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明による、冷蔵室用の筐体の例示的実施形態の概略外形図を示し、
冷蔵ドア及び急開ドア（この場合、同じ２つの軟質シートを伴う）が、室に対するアクセ
ス開口部の外側に組み立てられ、垂直面に沿った急開ドア及び室の一部の断面であること
が示される。
【図２】図２は、冷蔵室の内側に向かって配向する急開ドアの軟質シートに熱風を供給す
るための手段の可視化を可能にするために、冷蔵室の内側から見られる及び断面の一部の
図１の筐体の正面図を示す。
【図３】図３は、変形実施形態の図１と同様の図を示し、急開ドアが単一の軟質シートを
有し、熱風出口において、軟質シートの外側表面上（すなわち、室の外側に向かって配向
する表面上を意味する）に空気を発射することが示される。
【図４】図４は、本発明の代替の実施形態を示し、空気を加熱するためのファン及び抵抗
器が、アクセス開口部の上部に位置付けられるデバイス内に収容され、及びフレームの垂
直支柱内に存在せず、熱風を上部から下側エリアに向かって発射することが示される。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１に示される例示的実施形態では、筐体は、急開ドア（２）に接して組み立てられた
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摺動冷蔵ドア（１）を備え、それらは、順に、冷蔵室に対するアクセス開口部（３）の外
側に設置される。
【００２２】
　急開ドア（２）は、保護用カバー（５１）が設けられた電動ドラム（５）内で同時に巻
かれる、または開かれる軟質シート（２１，２２）の移動のための垂直ガイド（４１）を
有する垂直支柱（４）が設けられたフレームを備える。
【００２３】
　図２に示されるように、垂直支柱（４）は、その外側面に、口（４２）を有し、口（４
２）では、当該垂直支柱（４）の内側に向かって空気を吹き込むファン（６）が組み立て
られている。
【００２４】
　垂直支柱（４）の内側に、空気の加熱を行う電気抵抗器（７）上で空気の循環を生じさ
せる、下層空気に向けて空気を指向する偏向板（６１）がある。
【００２５】
　当該垂直支柱（４）は、アクセス開口部（３）を区切る内側面上で、この場合、急開ド
ア（２）の２つの軟質シート（２１，２２）の間に含まれる空間に向けられる熱風を供給
するために、異なる高さに配列される出口（４３）を有し、霜が、室の低温に曝される軟
質シート（２２）上に形成されることを防止する。
【００２６】
　図３に示される変形実施形態では、急開ドアは、単一の閉鎖軟質シート（２１）を有し
、出口（４３）は、便利に、冷蔵室の外側に向かって配向する軟質シート（２１）の外側
表面上に熱風を供給するように配列される。
【００２７】
　図４に示される変形実施形態では、急開ドアは、その上部における冷蔵室の内側に向か
って配向する側に加熱デバイス（９）（加熱デバイス（９）の内側に、下側エリアに向か
って可変速度で空気を吹き込むファン（６）と、ファン（６）によって発射する空気を加
熱する電気抵抗器（７）とを有する）を備え、当該加熱デバイス（９）は、下側エリア内
に、室の低温に曝される急開ドアの軟質シート（２２）に向かって熱風を発射するスリッ
ト（９１）を有し、霜が軟質シート（２２）上に形成されることを防止する。
【００２８】
　示される実施形態では、電動ドラム（５）は、冷蔵室の内側に対応するアクセス開口部
の側に組み立てられ、筐体の組み立てを容易にする。これらの実施形態では、筐体は、保
護用カバー（５１）に区切られる空間の内側に、氷または霜が当該エリア内で形成されこ
とを防止する電気抵抗器（８）を備える。
【００２９】
　本発明の本質を十分に説明してきたが、好ましい例示的実施形態に加えて、これによっ
て、下記に主張する本発明の本質的特徴を改正することを意味しないという条件下で、説
明される要素の材料、形状、サイズ、及びレイアウトを修正し得ることに関連する目的の
ために述べられる。
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